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Ⅲ 個別事案審査制度

1 個別事案審査制度の概要

(1)個別事案審査制度の概要

個別事案審査制度は、監査・規律審査制度及び綱紀審査制度により構成しています。監査・規律

審査制度は、公認会計士業務等に係る個別の問題が発生した場合に、当該個別の問題に対する指

導・監督機能の発揮、また、処分懸念事案に係る調査及び審査を実施することを目的としていま

す。また、綱紀審査制度は、会長から審査要請を受けた処分懸念事案(注)に係る懲戒処分について

審査することを目的としています。なお、審査の流れは以下のとおりです。
(注) 会長から審査要請を受ける処分懸念事案には、監査・規律審査会が処分提案する事案のほか、特定事案(会費納

付義務違反、CPD履修義務違反及び登録名簿の記載事項の変更登録義務違反)に係る処分提案がある。以下、「監
査・規律審査会等」には監査・規律審査会のほか、特定事案を含む。

【個別事案審査の全体像】

適正手続等
審査会

綱紀審査会

監査事案 ＋ 倫理事案

・監査に係る指導的機能
・論点・争点の絞込み
・調査及び審査により違反
事実を特定

正確かつ衡平な審査と証拠に
基づく事実認定

権利を保障し、事案の公正な
認定を担保

事案の端緒（適時開示情報・新聞報道等）

会則に基づく処分

処分提案に基づく審査要請

監査・規律審査会

基礎調査

規律調査

処分懸念

棄却

特定事案

問題なし

改善勧告

改善勧告

改善計画
の確認

審査申立
期間経過後
に確定

会員からの
申立て 差戻し

品質管理委員会
に共有

問題なし
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(2)監査・規律審査制度

①　審査対象

監査・規律審査会では、監査事案及び倫理事案を調査及び審査の対象とし、審査の結果必要と認

めたときは、会長に意見具申し、会員及び準会員(以下「関係会員」という。)に対して会長が勧告

又は指示を行うか、若しくは綱紀審査会に対して審査要請を行います。

監査事案及び倫理事案は、それぞれ以下のア及びイに記載の情報を端緒として、監査・規律審査

会の議決をもって調査対象事案を決定しています。また、調査の段階により、「基礎調査」と「規

律調査」に分類しています。

ア．監査事案

・有価証券報告書等の訂正報告書

・適時開示情報(会社の不正、誤謬、倒産等)

・新聞等の報道記事情報(会社の不正、重要な虚偽表示の疑義、倒産等)

・当協会の監査・倫理ホットラインへの情報

・ 品質管理レビューにおいて監査意見の妥当性に疑念が生じた事案又は監査事務所の会則及び規

則への準拠性に疑念が生じた事案に関し、品質管理委員会の委員長から報告があったもの

監査事案は、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について、「基礎調査」から調査を開始

し、調査を進める過程で、関係会員に法令、会則及び規則の違反事実(以下「法令等違反事実」と

いう。)の懸念が認められた事案は、監査・規律審査会の同意をもって「規律調査」に段階を進めま

す。

イ．倫理事案

・新聞及び官報等の報道記事(倫理規則違反、税理士法違反等)

・ 会社の公表情報や監査事案の調査により判明した組織内会計士等である会員の倫理事案(独立

性違反、倫理規則違反等)

・当協会の監査・倫理ホットラインへの情報

・ 品質管理レビューにおいて監査事務所の会則及び規則への準拠性に疑念が生じた事案に関し、

品質管理委員会の委員長からの報告があったもの

・その他会長から指示を受けたもの

倫理事案は、倫理に関わる事案(監査事案以外)として、法令等違反事実の有無が根本的な論点と

なるため、調査開始時から「規律調査」に分類されます。

また、倫理事案は、監査事案以外の事案の総称であり、監査業務に従事していない会員及び準会

員の会則違反や倫理規則違反の懸念のある行為等に関しても、調査対象に含まれます。
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②　監査・規律審査

調査対象事案については、関係会員に対し、事実の報告を求め、事情を聴取し、若しくは質問を

して回答を求め、又は資料の閲覧若しくは提供を求める方法により調査を実施し、調査結果を踏ま

えて審査を行います。

③　審査結果

監査・規律審査会における審議は、利害関係のある委員を除く出席委員の3分の2以上の議決を

もって審査結果を決定します。

審査結果は次の四つに分類されます。

【監査・規律審査制度における審査結果の4分類】

審査結果 内容

問題なし 特に指摘すべき事項なしで審査終了とする。

問題なし
(意見付記)

勧告又は指示には至らないものの、会員指導の観点から、今後の監査業務に参考とな
る意見を付記した上で審査終了とする。

改善勧告・指示

綱紀審査要請には至らないものの、監査実施状況及び監査意見形成の過程において不
備が認められるため、文書により会長名で勧告又は指示する。
また、関係会員に対し、改善措置に係る回答を書面及び面談により求め、監査・規律
審査会において内容を検討するとともに、品質管理委員会にも当該回答を共有する。

綱紀審査要請 法令、会則及び規則違反の事実があり、当該違反事実が懲戒処分相当であると判断し
た場合、会長に対し、綱紀審査会に対する審査要請を行う。
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(3)綱紀審査制度

①　審査対象

監査・規律審査会等からの処分提案に基づき会長から審査要請があった事案及び適正手続等審査

会から差し戻された事案を審査対象とします。

②　綱紀審査

審査対象となった事案については、監査・規律審査会等が作成した処分提案書及び関係会員の主

張を踏まえ、証拠に基づき事実認定を行います。審査は、関係会員等に対し、事実の報告を求め、

事情を聴取し、若しくは質問をして回答を求め、又は資料の閲覧若しくは提供を求める方法により

実施します。

なお、当協会による懲戒処分は、関係会員の権利・地位等に重大な影響を及ぼすことから、関係

会員に十分な説明の機会を供与し、慎重な審査を行っています。

③　審査結果

審査結果は次の三つに分類され、綱紀審査会において、出席委員の過半数をもって議決します。

【綱紀審査制度における審査結果の3分類】

審査結果 内容

懲戒処分相当 法令等違反事実が認められ、懲戒処分を科すことが相当であるとの
結論となった場合には、会長に対し懲戒処分の実施を求める。

懲戒処分
相当でない

勧告 法令等違反事実は認められるが、懲戒処分を科すことまでは相当で
ない、又は法令等違反事実が認められないとの結論となった論点に
おいて、会長名での勧告を行うことを求める。

その他 (例)関係会員が公認会計士法上の欠格事由への該当等により、公認
会計士登録が抹消され、審査対象から除外する場合など

なお、綱紀審査会の量定判断に関して、処分内容の公平性を担保するため、綱紀審査会運営細則

第4条(処分内容の決定)に規定されている「懲戒処分の量定に関するガイドライン」を参考にし

て、個々の事案に応じた処分内容を決定しています。
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(4)適正手続等審査制度

懲戒の処分内容を申し渡された関係会員は、綱紀審査会の審査結果に影響を及ぼす手続違反等が

あることを理由として、適正手続等審査会に審査申立てをすることができます。

①　審査対象

綱紀審査会から懲戒処分の内容を申し渡された会員からの審査申立てがあった事案を審査対象と

します。

②　適正手続等審査

審査申立てがあった事案については、綱紀審査会及び審査申立てを行った会員の双方の主張を踏

まえ、証拠に基づき事実認定を行います。審査は、当該会員等に対し、事実の報告を求め、事情を

聴取し、若しくは質問をして回答を求め、又は資料の閲覧若しくは提供を求める方法により実施し

ます。

③　審査結果

審査結果は、次の三つに分類され、適正手続等審査会において、出席委員の過半数をもって議決

します。

【適正手続等審査制度における審査結果の3分類】

審査結果 内容

差戻し 綱紀審査会の結論に対する審査申立てに理由があると認めるときは、綱紀審査会に当該事案
を差し戻す。

棄却 審査申立てに理由があると認めないときは、当該審査申立てを棄却する。

その他 (例)審査申立てを行った会員等が公認会計士法上の欠格事由への該当等により公認会計士登
録が抹消され、審査対象から除外する場合など
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(5)懲戒処分

綱紀審査会の審査結果について関係会員から審査申立てがなされなかった場合又は適正手続等審

査会において審査申立てが棄却された場合には、会長は会則に基づく懲戒処分を行います。

当協会の懲戒処分は、関係会員の監査実施状況、監査意見の妥当性等に対して、監査の基準に照

らして監査手続が十分であったかを判断し、その結果、会則に照らして違反があれば懲戒処分を科

す、という重要な機能です。また、関係会員に対する懲戒処分にとどまらず、その他の一般の会員

に対しても、公示文書や会長通牒を通じての注意喚起、研修を通じての事例提供による再発防止の

教育、各会員のこれら対応状況の品質管理レビュー制度などを通じてのフォロー、さらに実務指針

の見直しの必要性を検討するなど、幅広く会務に展開し、諸施策を講じています。

①　目的

当協会が行う懲戒処分は、自主規制団体としての責務を果たすために実施する制裁であり、これ

によって団体としての規律を維持するとともに会員に更なる社会的な使命の自覚を促し、会員が職

業的専門家として公正かつ誠実に職責を果たすことによって公共の利益に資するよう導くことを目

的として実施しております。

②　処分の種類

当協会が会員及び準会員に対して科す懲戒処分は、「戒告」「会員権停止」「除名」「退会勧告」及

び「行政処分請求」の5種類です。

【懲戒処分の種類】

懲戒処分の種別 内容

戒告 会員及び準会員の会則違反に対し、その責任を確認しその将来を戒める懲戒処分

会員権停止(注1) 会員及び準会員の会則違反に対し、会則によって会員及び準会員に与えられた権利
を一定期間停止する懲戒処分

除名 準会員登録名簿からの登録抹消(任意加入の準会員に限定)

退会勧告(注2) 会員及び準会員の会則違反に対し、当協会からの退会を勧告する懲戒処分

行政処分請求 上記各種の懲戒処分に付加される、金融庁長官の行う登録の抹消又は監査法人に対
する解散命令その他の懲戒処分の請求

(注) 1. 会員権の停止は、監査業務を始めとした公認会計士の業務を制限するものではない。なお、会員権(会則に
よって会員及び準会員に与えられた権利)とは、総会に出席して表決する権利・役員の選挙権及び被選挙
権・会長に意見具申し、又は建言する権利・本会の会議に出席する権利を指す。

 2. 退会勧告は、当該会員又は準会員が退会するまでの間、会員権停止の懲戒処分も併科される。なお、退会勧
告の事由となった事実が特定事案(会費納付義務違反、CPD履修義務違反及び登録名簿の記載事項の変更登
録義務違反)に関するものである場合、当該事実の改善が図られたことが確認されたときは、会長は、退会
勧告の効力をその確認されたときまでとすることができる。
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③　処分の公示・公表

処分の公示・公表の対象範囲は、次の表のとおりです。

【懲戒処分に関する開示の範囲】

開示対象者 開示される懲戒処分の範囲 開示場所 開示内容

会員向け
(公示)

懲戒処分を実施した全ての事
案

当協会ウェブサイト 
(会員専用ページ) 以下の全部又は一部

・懲戒処分をした旨
・懲戒処分の種別
・懲戒処分の理由
・事案の概要一般向け

(公表)

一定の懲戒処分を実施したと
き(注1)

当協会ウェブサイト
(お知らせ)懲戒処分情報

登録上場会社等監査人に対し
て懲戒処分を実施したとき

当協会ウェブサイト
(お知らせ)懲戒処分情報(注2)

当協会ウェブサイト
「登録上場会社等監査人情報」(注3)

・懲戒処分を受けた旨
・その理由

(注) 1. 登録上場会社等監査人に該当しない場合でも、以下の場合には、会長が懲戒処分をした旨を一般に対しても
公表する。

 ・ 懲戒処分の種別及び内容が会員権停止6か月以上であり、かつ、行政処分請求が付加されている場合や、退
会勧告である場合

 ・ 審査事案に対する社会的関心、審査事案の社会的影響等を考慮し、当協会及び公認会計士制度に対する社会
の信頼を確保するために必要と認めた場合

 2.2024年7月の会則変更により、公表されることとなった。
 3.「第2部Ⅱ上場会社等監査人登録制度 2.(6)情報開示」を参照。

なお、監査人である会員が当協会の懲戒処分を受けた場合には、被監査会社の監査役等に、監査

事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要を伝達する中で、遅滞なく、懲戒処分につい

て通知があった日とともに、懲戒処分の対象、内容及び理由を伝達することになります。
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2 個別事案審査制度を運営する各組織

(1)監査・規律審査会

監査・規律審査会は、会員の監査業務の適正な運用発展並びに会員及び準会員の規律の維持を図

るため、以下の事項を職務としています。

監査・規律審査会の委員及び臨時委員は、常務理事会により選任の上、会長により委嘱されてい

ます。また、全員に守秘義務が課せられるとともに、議事は非公開としています。

【監査・規律審査会の職務と構成】

組織名 監査・規律審査会

職務 ・  会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性に関する調査及び審査、並びに会員及び準会員
の倫理に関する調査及び審査を行うこと。

・  調査及び審査の結果、必要と認めた場合は、会員及び準会員に対して、会長名による勧告
又は指示を行うこと。

・  調査及び審査の結果、会員及び準会員に法令等違反事実があり懲戒処分が相当と認められ
た場合は、会長の承認を経て、当該事案を綱紀審査会へ回付すること。

・  調査及び審査の結果、監査・規律審査会の審査会長が必要と認めた場合に品質管理委員会
委員長へ報告すること。

構成 ・ 委員(17人)
　－　審査会長(1人。委員のうちから会長が指名する。)
　－　副審査会長(1人。委員のうちから会長が指名する。)
　－　委員(審査会長及び副審査会長を除き15人。うち2人は会員外の学識経験を有する者(注1))
・ 臨時委員(注2)(9人)

(注) 1. 会員外の学識経験を有する2人は、弁護士及び大学教員であり、個別事案の審査判断に加わるほか、事案調
査及び審査に関して社会通念上、又は法的に違反していないかといった観点で手続の適正性等も確認してい
る。

 2. 利害関係を有する委員の数が委員の半数以上となる場合は、利害関係を有しない委員及び臨時委員の合計数
が少なくとも委員の数の過半数となるまで臨時委員が充当される。
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(2)綱紀審査会

綱紀審査会は、会員及び準会員の綱紀を保持粛正し、正確かつ衡平な処分を行うため以下の事項

を職務としています。

綱紀審査会の委員及び予備委員は、理事会により選任の上、会長により委嘱されています。ま

た、全員に守秘義務が課せられるとともに、議事は非公開としています。

【綱紀審査会の職務と構成】

組織名 綱紀審査会

職務 ・  監査・規律審査会等の処分提案書に記載されている法令等違反事実を審査し、その処分内
容等を決定し、関係会員に申し渡すとともに会長に報告すること。

・  審査申立てがあった場合において、適正手続等審査会から差し戻された当該審査申立てに
係る事案についての調査及び審議をし、その処分内容等を決定すること。

構成 ・ 委員(7人)
　－　審査会長(1人。委員の互選による。)
　－　副審査会長(1人。委員の互選による。)
　－　 委員(審査会長及び副審査会長を除き、5人。左記のうち、2人以上は会員外の学識経験

を有する者)
・ 予備委員(注)(7人)

(注)委員に利害関係があるときは、予備委員が充当される。

(3)適正手続等審査会

適正手続等審査会の職務及び構成は次の表のとおりです。適正手続等審査会の委員及び予備委員

は、理事会により選任の上、会長により委嘱されています。また、全員に守秘義務が課せられると

ともに、議事は非公開としています。

【適正手続等審査会の職務と構成】

組織名 適正手続等審査会

職務 綱紀審査会から懲戒の処分内容を申し渡された会員及び準会員からの審査申立てについて、審
査を行い、結論に影響を及ぼす手続違反、重大な事実誤認又は新たな事実が判明したと認めた
ときは、綱紀審査会に当該審査を差し戻し、これを認めないときは、当該審査申立てを棄却す
る旨を会長に報告すること。

構成 ・ 委員(5人)
　－　審査会長(1人。委員のうちから会長が指名する。)
　－　委員(審査会長を除き4人。左記のうち、3人以上は会員外の学識経験を有する者)
・ 予備委員(注)(4人)

(注)委員に利害関係があるときは、予備委員が充当される。
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3 2024年度の個別事案審査の運営状況

2024年度も、当協会における自主規制機能の一層の充実・強化を図り、自主規制の実効性を向

上させるため、個別事案審査制度の更なる運用改善に努めてまいりました。

2024年度における個別事案審査制度の事案数の推移の概観及び各会議の開催数は、以下のとお

りです。なお、件数のみを記載していますので、終了事案の結論の内訳は、各機関の項をご参照く

ださい。

【個別事案審査制度の事案数の推移】  (単位：事案)

 

前年度からの 
繰越事案 

34 

終了事案 

うち綱紀審査会への 
審査要請事案 

41 

(19) 

新規事案 28 
翌年度への 
繰越事案 

21 

 

 

前年度からの
繰越事案 

2 

終了事案 

うち適正手続等審査会
への申立事案 

 

16 

(1) 

 

 
 

2 終了事案 2 

新規事案 21 
翌年度への 
繰越事案 

7 
 

 1 
翌年度への 
繰越事案 

1 

監査・規律審査会 

綱紀審査会 適正手続等審査会 

（開催 21回） 

（開催 31回） （開催 7回） 

（注） 

特定事案 
    
  CPD履修義務違反 1 

  
 

前年度からの
繰越事案 

新規事案

会費納付義務違反 0 

変更登録義務違反 0

(注)前年度末時点で審査要請手続中の事案があったため、件数に差異が生じている。
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(1)監査・規律審査会

①　監査・規律審査会における2024年度の事案数の状況

2024年度に監査事案として取り上げた事案は13件であり、このほかに2023年度からの繰越事

案が23件ありました。このうち、24件を審査終了した結果、翌年度繰越事案は基礎調査事案が11

件、規律調査事案が1件、計12件となりました。

また、2024年度に倫理事案(税理士法違反等)として取り上げた事案は15件、2023年度からの

繰越事案が11件、合わせて26件であり、このうち17件を審査終了した結果、翌年度繰越事案は9

件となりました。

基礎調査と規律調査の事案数の関係は、以下のとおりです。

【基礎調査と規律調査の事案数の関係】　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：事案)

   
 
 

前年度からの 
繰越事案 

18 

終了事案 
 問題なし 
 問題なし(意見付記) 
 勧告 
 その他(取下げ) 

規律調査として継続 

20 
8 
2 
9 
1 

0 

 

前年度からの 
繰越事案 

5 

 
終了事案 
問題なし 
勧告 
綱紀審査要請 

  
4 
0 
0 
4 

新規事案 13 
翌年度への 
繰越事案 

11 
 基礎調査からの

継続事案 
0 

翌年度への 
繰越事案 

1 

前年度からの 
繰越事案 

11 

終了事案 
問題なし 
勧告 
綱紀審査要請 
その他(取下げ) 

17 
2 
2 
15 
1 

新規事案 15 
翌年度への 
繰越事案 

9 

監査事案【基礎調査】 監査事案【規律調査】 

倫理事案【規律調査】 

綱紀審査へ 

（注）  

(注) 「終了事案」と下の内訳の合計との差異は、一つの事案で複数の関係会員が審査対象となり、審査の結果、関
係会員ごとに異なる結論となった場合に、当該事案の結論の内容(綱紀審査要請及び改善勧告)をそれぞれ1と
して集計していることにより生じている。
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②　取上げから終了までの調査期間

2024年度に監査・規律審査会で審査を終了した事案における、取上げから終了までの調査期間

は次の表のとおりです。

【取上げから終了までの調査期間】
 (単位：事案)

調査期間 ～6か月 ～1年 ～1年半 ～2年 2年～ 合計(注2)

監査事案

基礎調査で終了  1 13  5  0 1＊ 20

規律調査で終了(注3)  0  0  0  1 3　  4

倫理事案

規律調査 14  1  1  0 1＊ 17

(注) 1.＊は取下げにより調査を終了した事案。
 2.取下げ事案を除く調査期間の最短及び最長はそれぞれ以下のとおり。
  監査事案【最短6か月、最長34か月】
  倫理事案【最短1か月、最長13か月】
 3. 基礎調査の期間を含む。なお、規律調査は、調査開始から6か月以内に議決を行うよう努めなければならな

いとされている。
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③　監査事案

ア．監査事案の近年の事案数の推移

近年の事案数の推移を示すと、次の表のとおりです。

【監査事案の事案数の推移】
 (単位：事案)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

繰越事案 35(11) 23(6) 18(2) 19(3) 23(5)

新規事案  9 13   11   17 　 13

基礎調査から規律調査への移行(注1)   ( 4)   (2)   (3)   (5)   (0)

合計 44(15) 36(8) 29(5) 36(8) 36(5)

終了事案(注2) 21( 9) 18(6) 10(2) 13(3) 24(4)

案
件
別
審
査
結
果

審査終了(問題なし)  6     8    3    4    8

審査終了(意見付記)(注3)  2     2    0    0　  2

改善勧告  9( 5)  5(3)  7(2)  4(1)  9(0)

綱紀審査要請  4( 4)  3(3)  0    2(2)  4(4)

その他(注4)  0     0    0    3　  1

(翌年度)繰越事案 23( 6) 18(2) 19(3) 23(5) 12(1)

(注) 1.括弧内の数字は、規律調査事案件数の内数である。
 2.終了事案数は、監査・規律審査会における議決の日に基づき集計している。
 3. 結論は「問題なし」で改善勧告には至らないものの、監査・規律審査会での議論の結果、意見を伝える必要

があると判断された場合に、意見を付記している。
 4.「その他」は、事案の取下げにより調査を終了したものである。
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イ．監査事案の新規取上げに至る検討状況

監査事案の新規取上げに至る検討状況は、次の表のとおりです。

【監査事案の新規取上げに至る検討状況】
 (単位：件)

2022年度 2023年度 2024年度

日常的なモニタリング(公表情報等) 390 372 343

取上審議対象  92  96  72

取上げ決定 会社単位   8  11  11

監査事務所単位(注3) 11事案 17事案 13事案

(注) 1. 単純な記載誤り、注記のみの訂正、監査報告書の記載誤り等の軽微な訂正は、取上審議の対象から除いてい
る。

 2. 量的(売上高・各段階利益・総資産・純資産への影響等)及び質的(倒産、IPO・指定替え時の不正、訂正によ
る債務超過転落・段階利益等の赤黒逆転等)な重要性を勘案し、審議の上で決定している。

 3. 一つの会社で複数の監査事務所を取り上げた案件があるため、件数(会社単位)と事案数(監査事務所単位)で
差異が生じている。

　

（注1）

（注2）
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ウ．新規事案の内訳

イにおける2024年度の取上げ案件を会社単位で分類すると、以下のとおりです。

【2024年度の監査事案の新規取上げ案件の分類】

  

 

 市場別 業種別

事案の分類

いずれも経営者不正

 

東証プライム 2

東証スタンダード
4

東証グロース
3

会社法
2 卸売業

3

サービス
2

情報・通信
2

電気機器
2

小売業
1

その他の製品
1

不正
6

誤謬
3

倒産
2
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エ．改善勧告又は綱紀審査要請となった事案における不備の傾向

2024年度の終了事案のうち、改善勧告の結論になったものは9事案、綱紀審査要請の結論に

なったものは4事案でしたが、複数の不備事項が含まれる事案もありました。これらの事案におけ

る不備事項を分類すると、主に以下のような内容及び傾向となりました。

【不備の傾向】

企業環境の
理解・
リスク評価

・通常のサイクルから外れた売上取引について、異常を識別していなかった。
　　－　 監査先企業のビジネスの理解が不十分であったため、期末日付近の売上高が非

常に多額であることに対して異常であると識別していなかった。
　　－　 経営者が直接担当する、新規取引先との多額の取引に関し、事業上の合理性を

検討しておらず、リスク評価の見直しを実施していなかった。
　　－　 売上債権の回収が当初の予定よりも大幅に遅延した際に、当初の売上計上の妥

当性を再評価していない(得意先の財務状況の悪化による遅延ではない場合)。
・ 実際の業務フローとは異なる理解をし、当該理解に基づいたリスク評価を行い、対応

手続を立案していた。
・ 親会社の管理が十分に行き届かない、遠方の子会社に関する内部統制の不備を認識で

きず、不正リスク要因を識別していなかった。

リスク対応
手続

・不正リスクへの対応において、実施した監査手続が不十分であった。
　－　 不正リスク対応のための手続を監査先企業から拒否されたため、想定した不正リ

スクシナリオに対応した手続が実施できず、また、追加手続も実施しなかったた
め、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。

　－　 不正リスクが相当程度高い状況下において、売上対象となる成果物の完成を確か
めていなかった。

　－　 四半期レビューの段階であったため、期末までに確認することとして、対応を先
送りしていた。

・実施した手続が、アサーションに照らして適切ではなかった。
・ サンプリングによる詳細テストを実施したが、残余の母集団に関する監査証拠を入手

していなかった。

その他
・ 監査受嘱時の前任監査人への質問が不足しており、受嘱のためのリスク評価が不十分

であった。
・前任監査人が監査している比較情報に関する検討が不足していた。
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監査・規律審査会が毎年会員・準会員に向けて発行する「監査提言集」(「(5)個別事案審査

制度における各種取組②イ」を参照。)の冒頭には、過去の調査事例で確認された不備事項を

様々な視点でまとめた「17の提言」を掲載しています。

上述の「不備の傾向」も、多くはこの17の提言に包含される事項であり、監査の各局面で

改めて確認することで、気付きが得られるものです。

【17の提言】

 1． リスク・アプローチに基づく監査においては、リスクの適切な識別・評価が決定的に

重要である。

 2． 形式的な内部統制の評価は、リスクの適切な識別・評価に結びつかないことを理解す

る。

 3．重要な虚偽表示リスクは、常時変化しているため、変化を見過ごさない。

 4． 業界慣行という言葉に捉われず、一般的なビジネスに関する知識や一般常識を踏まえ

ることも必要である。

 5． 新規事業等への参入は、新たな重要な虚偽表示リスクを生み出すことがあることを理

解する。

 6．経営者の誠実性は先入観を持たずに検討する。

 7．識別したリスクに対して、効果的な監査手続を具体的に検討する。

 8．監査手続は納得感を得るまで慎重に実施し、必要な監査証拠を入手する。

 9．入手した監査証拠の証明力の強弱を適切に評価する。

10．質問の回答を鵜呑みにせず、裏付けを入手する。

11． 契約書等の証憑が揃っていることと、取引が実在することとは必ずしも同じでない場

合があることを理解する。入出金の事実も過信しない。

12． 投融資は、経済合理性だけでなく、事業上の合理性を吟味し、その内容を十分把握す

る。

13． 損失処理することと重要な虚偽表示リスクが解消することとは別の問題であることを

理解する。

14．会計基準の適用には、その設定趣旨を尊重した正しい理解が必要である。

15． 連結子会社等にも虚偽表示リスクは親会社と同様に存在する。グループ全体と構成単

位の環境の理解を深める。

16．時間的制約のある監査人交代は、監査リスクが著しく高いことがあることを理解する。

17． 監査調書は、監査人の行為の正当性を立証する唯一のものである。監査調書は適時に

作成し、適切に整理し保存する。
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④　倫理事案

ア．倫理事案の近年の事案数の推移

近年の事案数の推移を示すと、次の表のとおりです。

【倫理事案の事案数の推移】
 　(単位：事案)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

繰越事案 9 8 5 5 11

新規事案(注1) 12 7 8 12 15

　会費納付義務違反 1 1 1 1 1

　CPD履修義務違反 5 0 2 1 -

　変更登録義務違反 0 1 1 0 -

　税理士法違反 2 3 0 3 9

　その他 4 2 4 7 5

合計 21 15 13 17 26

終了事案(注2) 13 10 8 6 17

案
件
別
審
査
結
果　

問題なし 0 1 0 0 2

改善勧告 1 0 1 3 2

綱紀審査要請 11 10 7 4 15

その他(注3) 1 0 1 1 1

合計 13 11 9 8 20

(翌年度)繰越事案 8 5 5 11 9

(注) 1.  2024年会則変更により、2024年9月以降、特定事案(会費納付義務違反、CPD履修義務違反及び登録名簿の
記載事項の変更登録義務違反)は各事案を所管する部門が処分提案機能を有することとなり、監査・規律審
査会での審査対象から除外された。

 2.終了事案数は、監査・規律審査会における議決の日に基づき集計している。
 3. 案件別審査結果の「その他」は、公認会計士法第4条(欠格条項)に該当したことによる登録抹消により調査

を終了している。
 4. 「終了事案」と「案件別審査結果」の差異は、一つの事案で複数の関係会員が審査対象となり、審査の結

果、関係会員ごとに異なる結論となった場合に、当該事案の結論の内容(綱紀審査要請及び改善勧告)をそれ
ぞれ1として集計していることにより生じている。

　

(注4)
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(2)綱紀審査会

①　綱紀審査会における事案数の推移

2024年度の報告対象期間中に綱紀審査要請された事案は21件であり、このほかに2023年度か

らの繰越事案が2件ありました。このうち16件を審査・議決し、申渡しを実施した結果、翌年度繰

越事案は7件となりました。近年の事案数の推移を示すと、次の表のとおりです。

【綱紀審査会における事案数の推移】
 (単位：事案)

　 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

繰越事案  1( 1) 10( 6)  9( 5)  2(0)  2( 1)

新規事案(監査)  4  2  0  1  4

新規事案(倫理)  9 13  9  4 17

　会費納付義務違反  1  1  1  1  1

　CPD履修義務違反  3  3  3  1  2

　変更登録義務違反  0  1  1  0  0

　税理士法違反  4  5  0  0  9

　その他  1  3  4  2  5

合計 14(10) 25(19) 18(14)  7(4) 23(18)

終了事案  4( 4) 16(14) 16(14)  5(3) 16(16)

結
論
の
内
容

懲戒処分  4 14(13) 16(14)  5(3) 15(15)

勧告  1  3( 2)  2( 2)  1(1)  1( 1)

その他(注3)  1  1( 1)  1( 1)  0  0

(翌年度)繰越事案 10( 6)  9( 5)  2( 0)  2(1)  7( 2)

(注) 1.括弧内の数字は、倫理事案の件数の内数を示す。
 2.終了事案は、綱紀審査会からの審査結果の申渡しの日に基づき集計している。
 3. 結論の内容の「その他」は、公認会計士法第4条(欠格条項)に該当したことによる登録抹消により調査を終

了している。
 4. 「終了事案」と「結論の内容」の差異は、一つの事案で複数の関係会員が綱紀審査対象となり、審査の結

果、関係会員ごとに異なる結論となった場合に、当該事案の結論の内容(懲戒処分及び勧告)をそれぞれ1と
して集計していることにより生じている。
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②　審査要請から終了までの審査期間

2024年度に綱紀審査会で審査を終了した事案における、審査要請から終了までの審査期間は次

の表のとおりです。

【審査要請から終了までの審査期間】
 (単位：事案)

審査期間(注1) ～3か月 ～6か月 ～1年 ～1年半 合計(注2)

監査事案  0 0 0 0  0

倫理事案 13 1 2 0 16

(注) 1.綱紀調査は、調査開始から6か月以内に議決を行うよう努めなければならないとされている。
 2. 調査期間の最短及び最長はそれぞれ以下のとおり。
  倫理事案【最短1か月、最長10か月】 
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(3)適正手続等審査会

①　適正手続等審査会における事案数の推移

2024年度の報告対象期間中に審査申立てされた事案は1件であり、このほかに2023年度からの

繰越事案が2件ありました。このうち2件を審査終了した結果、翌年度繰越事案は1件となりまし

た。近年の事案数の推移を示すと、次の表のとおりです。

【適正手続等審査会の事案数の状況】
  (単位：事案)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

繰越事案 1 3(2) 4(3) 3(1) 2(1)

上場会社監査事務所登録・ 
措置不服審査会からの繰越 1 - - - -

新規事案 2 3(3) 3(1) 4(2) 1(1)

　 綱紀審査会の懲戒の処分内容に対す
る審査申立て 2 3(3) 2(1) 4(2) 1(1)

　 品質管理委員会の措置の決定に対す
る審査申立て 0 0 1 - -

合計 3 6(5) 7(4) 7(3) 3(2)

終了事案 0 2(2) 4(3) 5(2) 2(1)

結
論
の
内
容

差戻し 0 0 2(2) 0 0

棄却 0 2(2) 2(1) 5(2) 2(1)

その他 0 0 0 0 0

(翌年度)繰越事案 3 4(3) 3(1) 2(1) 1(1)

(注)括弧内の数字は、倫理事案の件数の内数を示す。
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②　適正手続等審査会における調査期間

2024年度の適正手続等審査会における調査期間は次の表のとおりです。

【適正手続等審査会における調査期間】
  (単位：事案)

審査期間(注1) ～6か月 ～1年 ～1年半 ～2年 合計(注2)

監査事案 0 0 0 0 0

倫理事案 1 0 0 0 1

品質管理委員会事案 0 0 0 1 1

(注) 1. 適正手続等審査は、6か月以内に事案審査が終了するよう努めなければならないとされている。
 2. 審査期間はそれぞれ以下のとおり。
　  監査事案【3か月】
　  倫理事案【21か月】 
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(4)懲戒処分

①　懲戒処分の種別による推移

2024年度に懲戒処分が実施された事案は14件ありました。近年の懲戒処分の種別(事案種別、

懲戒処分の種別及び関係会員の種別)による推移を示すと、次の表のとおりです。

【懲戒処分の種別による推移】 
  (単位：事案)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

懲戒処分となった事案数 9 14 16 7 14

関係会員の種別 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

監査事案 戒告 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

会員権停止 0 6 0 3 0 3 3 10 0 0

退会勧告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政処分請求(注2) 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0

倫理
事案(注3)

戒告 0 43 0 58 0 23 0 23 0 27

会員権停止 1 16 2 12 0 11 0 10 0 16

退会勧告 0 44 0 38 0 30 0 40 0 32

行政処分請求(注2) 0 38 0 11 0 0 0 0 0 0

(注) 1. 一つの事案に複数の会員が関係する場合があるため、懲戒処分となった事案数と懲戒処分の種別の件数に差
異が生じている。

 2.「行政処分請求」については、主たる処分内容に付加している。
 3.倫理事案には、会費納付義務違反事案、CPD履修義務違反事案等がある。

②　懲戒処分が実施された事案の総審査期間

2024年度に懲戒処分が実施された事案14件につき、監査・規律審査会、綱紀審査会、適正手続

等審査会における審査期間は次の表のとおりです。

【懲戒処分が実施された事案の総審査期間】

監査・規律
審査会 綱紀審査会 適正手続等

審査会 合計

倫
理
事
案

会費納付義務違反事案 1か月 1か月 - 3か月

CPD履修義務違反1
1か月 3か月

- 5か月

 一部申立て 3か月 8か月

単独監査事案1・2 3か月 3か月 - 7か月

税理士法違反事案1～3 2か月 3か月 - 6か月

税理士法違反事案4～9 4か月 2か月 - 7か月
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(5)個別事案審査制度における各種取組

①　個別事案審査制度全体を通じた取組

ア．調査期間の短縮化に向けた取組

監査・規律審査会が発足して当年度で丸5年が経過し、監査・規律審査会での調査実績も蓄積し

てきたことから、旧組織(監査業務審査会及び規律調査会)からの組織改編に伴う効果測定を行い、

更なる調査の迅速化に向けた取組を検討し、対応を行っています。

組織改編の効果としては、会議体をまたいで事案の審議を行っていたものを一つの会議体で継続

審議することとなったことの直接の効果として、平均で3か月程度、調査期間が短縮されています。

一方で、過去に比して監査の基準の要求事項の増加等により監査手続が手厚くなり、提出される

監査調書が増えたことから、回答の確認に時間を要する点もあり、上記の効果が減殺される点も存

在しますので、今後も運用改善に努めてまいります。

また、懲戒処分までの期間短縮化は、個別事案審査制度全体としての課題であり、調査及び審査

を担当する委員及び調査員の交代による事案理解に要する時間が大きな影響を及ぼしていると考え

ております。この点についても、委員や調査員の任期満了時の交代の影響が少なくなるような対応

を実施してまいります。

イ．特定事案に係る処分提案機能の移管に伴う各所管部門への導入支援

特定事案(会費納付義務違反、CPD履修義務違反及び登録名簿の記載事項の変更登録義務違反)に

係る懲戒処分の適時性及び早期の懲戒処分を行うことによる有効性を確保するため、2024年7月

の会則改正により、従来、監査・規律審査会で行っていた綱紀審査会への処分提案機能を各所管部

門に移管しました。

本移管に当たり、移管後の処分提案が円滑に行うことができるよう、各所管部門に対して導入の

ための支援を実施しました。

②　監査・規律審査会における取組

ア．品質管理委員会との連携

監査・規律審査会では品質管理委員会との連携強化を目的として、月1回の頻度で自主規制月次

協議会を開催し、課題の確認や報告等を行っています。自主規制月次協議会では、監査・規律審査

会の調査結果やレビュー結果の連携にとどまらず、監査・規律審査会の事案の取上げ検討に際し把

握した監査事務所の品質管理に関する懸念事項の伝達や、リスクが高いと思われる事案に関する相

互の対応状況や問題意識の共有、その他自主規制全体として制度相互の連携の実効性確保のための

内規の整備等を行っています。

また、監査・規律審査会が改善勧告の結論とした場合、関係会員は、改善計画を策定し、監査・

規律審査会に提出しますが、監査・規律審査会ではそれを品質管理委員会にも共有しています。後

日、改善への取組の状況を品質管理レビュー等で確認することより、改善計画の実効性が担保され

る仕組みとしています。
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イ．監査提言集の作成及び研修の実施

監査提言集は、2008年以降、会員及び準会員が実施する監査業務の様々な段階で監査業務の改

善に資することを目的として、監査・規律審査会における調査事案を踏まえ、事実を一部編集した

上で、提言を取りまとめています。2024年版の監査提言集においては、掲載事例及びコラムを複

数追加しています。

さらに、監査提言集の解説として、監査・規律審査会の担当常務理事が講師を務め、全国研修会

を2024年8月と2025年2月に計2回開催しました。2025年2月に開催した研修は、今までとは異な

る企画をし、3月期決算の期末監査前に不正に対する気付きを改めて監査チームで議論する契機と

なるよう、監査提言集から複数の不正事例を題材にそれぞれのケースでの具体的な監査上の留意点

について、監査調書のイメージを多く用いて、担当常務理事が詳細に解説しました。

2024年版の監査提言集は、2024年7月1日付けで当協会ウェブサイト(会員専用ページ)にて公

開しました。

詳細は当協会ウェブサイトをご覧ください。

【2024年版監査提言集(会員専用ページ)】

URL:https://jicpa.or.jp/n_member/specialized_field/20240701zyx.html

2025年版の監査提言集は、2025年7月に当協会ウェブサイト(会員専用ページ)にて公開予定です。

ウ．メールマガジンの配信

監査提言集による会員・準会員への注意喚起の実効性の向上を目的として、毎月1回「会員・準

会員向けメールマガジン」にて、監査提言集の事案の紹介記事等を配信しています。監査提言集に

掲載されている事案・コラムの紹介や、期末日近くの監査上の留意点、また、監査・規律審査会で

実施した調査内容等について、監査シーズンやその時々のトピックに合わせ、手軽に読めるメール

マガジンの形式で配信し、会員・準会員の監査業務の適切な遂行に資するよう、適時に注意喚起を

行っています。

エ．事案の調査を通じた基準設定部署へのフィードバックの実施

事案調査の過程で認識された、監査実務指針等の改正が必要と判断された事項について、所管の

委員会に検討の申入れを行いました。
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③　懲戒処分の実効性確保に向けた検討プロジェクトチーム

懲戒処分の実効性確保に向けた検討プロジェクトチーム(以下「PT」という。)は、昨今、公認会

計士法及び倫理規則が改正されるなど、当協会の自主規制機能の強化に向けて社会からの期待が従

来以上に高まる中で、懲戒処分の実効性を確保する方策を検討するため、2023年1月に設置し、3

年間にわたって以下の活動を行いました。

なお、PTを経て新たに適用又は施行された事項について、会員の理解に資するよう、ｅラーニ

ング教材を作成し、会員向けに公開しています。

・第一弾PT(2023年1月～同年7月)

上述の自主規制を取り巻く環境変化に対応した公正な処分基準を整備し、適切に運用するため、

「懲戒処分の量定に関する考え方について」(量定ガイドライン)の一部変更案(2023年7月28日理

事会審議)を取りまとめ、所要の手続を経て適用している。

・第二弾PT(2023年7月～2024年7月)

改正公認会計士法の施行により上場会社等監査人登録制度が法制化されたこと等を踏まえ、当協

会の自主規制機能の適正な行使・運用を図り、自主規制機関としての対外的な説明責任を履行し、

懲戒処分の実効性を確保するため、「懲戒処分の周知、公示及び公表等に関する会則及び細則の一

部変更要綱案」(2024年3月19日理事会審議)を取りまとめ、同年7月18日に開催された定期総会

にて審議承認後、金融庁長官による会則一部変更の認可(同年9月17日付け)を経て施行している。

・第三弾PT(2024年10月～ )

第一弾PT及び第二弾PTにおける検討経過を踏まえ、自主規制機関としての指導及び監督機能の

更なる充実・強化を図るため、主に以下アからウまでの各論点に関する課題対応策を整理・検討す

ることとした。

ア． 自主規制モニター会議の意見を踏まえた対応(過怠金制度導入の課題整理、個別事案審査制度

における懲戒処分と品質管理レビュー制度における措置の横断的な検討の必要性等)

イ．適正手続等審査会(旧・不服審査会)の審査申立て要件の在り方を踏まえた規定整備の必要性

ウ．懲戒処分実施後のフォローアップの必要性
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4 その他(当協会におけるその他の自主規制に関する取組)

監査法人に対して行われた行政処分における処分理由に、監査調書の改ざん行為の指摘が含まれ

ていたこと等を踏まえ、自主規制部門では、2025年2月に「監査ファイルの適切な整理並びに監査

調書の管理及び保存に係る留意事項(再通知)」を発出し、会員に対して注意喚起を行っています。

また、公的機関等や元会員によるインサイダー取引事案が相次いで発生していることを踏まえ、

当協会は、法規・制度委員会研究報告第5号「インサイダー取引に関するQ&A」を公表する等、自

主規制部門のみならず、協会全体で会員によるインサイダー取引事案の発生防止に向けた対応を

行っています。

自主規制部門では、2024年11月に「【注意喚起】業務上知り得た情報の取扱いについて」を会

員向けに発出し、注意喚起を図るとともに、会則第58条による個別的監督として、上場会社の監

査を行う監査事務所を対象にインサイダー取引に関する緊急点検を実施し、必要に応じて個別に指

導を行っています。今後も監査事務所の内部管理体制の整備及び運用の状況について、品質管理レ

ビュー等の機会を利用して、適宜フォローアップを実施する予定としています。
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